
 

 

 

            

７文科高 6 4 1 号 

                                                             令和７年７月 31 日 

 

各 国 公 立 大 学 法 人 の 長 

独立行政法人国立高等専門学校機構理事長 

大 学 及 び 専 修 学 校 を 設 置 す る 各 地 方 公 共 団 体 の 長 

各 学 校 法 人 理 事 長 

放 送 大 学 学 園 理 事 長 

大学を設置する各学校設置会社の代表取締役 

各 都 道 府 県 知 事 

大学、高等専門学校及び専修学校を設置する 

地方独立行政法人を設立する各地方公共団体の長   殿 

厚 生 労 働 省 医 政 局 長 

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長 

構造改革特別区域法第 12 条第 1項の認定を受けた 

各 地 方 公 共 団 体 の 長 

独立行政 法人日本学生支援 機構理事長 

日本私立 学校振興・共済事 業団理事長 

 

 

文部科学省高等教育局長 

                          合田 哲雄 

 

 

文部科学省総合教育政策局長 

                          塩見 みづ枝 

 

 

文部科学省初等中等教育局長 

                          望月  禎 

 

 

 「独立行政法人日本学生支援機構に関する省令及び大学等における修学の支援に関す

る法律施行規則の一部を改正する省令」の公布について（通知） 

 

【重要】 

令和７年度から開始した「多子世帯の大学等授業料等無償化」は、これまで、アルバイト等の年

収が 103 万円以下の方を、多子世帯の子供としてカウントしていたところ、いわゆる「103 万円の

壁」を見直す令和７年度税制改正を踏まえ、大学生年代（19歳以上 23歳未満）の方については、

年収 1 6 0 万円以下であれば、多子世帯の子供としてカウントすることとしました。 



この度、「独立行政法人日本学生支援機構に関する省令及び大学等における修学の支

援に関する法律施行規則の一部を改正する省令」（令和７年文部科学省令第 19 号）が

令和７年７月 31 日に公布されました。 

 本省令は、令和７年度税制改正において特定親族特別控除が創設されたことを踏まえ、

「高等教育の修学支援新制度」における多子世帯支援について、その判定に係る基準を

変更するものであり、令和８年 10 月分からの授業料等減免及び給付型奨学金の対象者

の判定基準が変更になります。 

 本制度の対象となる大学等の設置者におかれては、下記内容について十分に御了知い

ただき、その運用に当たっては遺漏なきようお取り計らいいただくとともに、本件につ

いて周知をいただくようお願いいたします。 

 なお、今回の改正内容については、「高等教育の修学支援新制度 授業料等減免事務

処理要領（第６版）」等の改訂（令和８年３月頃を予定。）において、今後反映する予

定ですので、併せて御参照いただくようお願いいたします。 

 

 高等学校等の設置者におかれては、下記内容について十分に御了知いただくとともに、

今回の制度改正が、高等学校等の生徒等が大学等に進学した際に影響があることに留意

し、本件について大学等への進学を希望する生徒等への進路指導などにおいて「高等教

育の修学支援新制度」の内容とともに適切に周知いただくようお願いいたします。 

 

 各都道府県知事におかれては、所轄の学校（専修学校を含む。以下同じ。）に対して、

各都道府県教育委員会におかれては、所管の学校及びその設置者並びに域内の市区町村

教育委員会（指定都市教育委員会を除く。）に対して、各指定都市教育委員会におかれ

ては、所管の学校に対して、高等学校を設置する構造改革特別区域法（平成 14 年法律

第 189 号）第 12 条第１項の認定を受けた各地方公共団体の長及び厚生労働省におかれ

ては、所管する学校に対して、本件について周知をいただくようお願いします。なお、

周知に際しては、今回の制度改正は「高等教育の修学支援新制度」に関する内容である

ことから、主として大学等や高等学校等を対象に周知をお願いするものであり、学校現

場の負担軽減にご配慮いただくよう、お願いいたします。 

 

                                  記 

 

第１ 改正の概要 

（１） 令和７年度税制改正において特定親族特別控除が創設されたことを踏まえ

た「高等教育の修学支援新制度」における多子世帯支援の対象拡大等 

 給付型奨学金及び授業料等減免を併せて実施する「高等教育の修学支援新制度」

では、令和６年度及び７年度に多子世帯の学生等に対する支援拡充を実施しており、

当該多子世帯支援においては、地方税法上の扶養親族である子等の数が３以上であ

る生計維持者の扶養親族である子等を対象としてきたところである。 

他方で、令和７年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び

就業調整対策の観点から、19 歳以上 23 歳未満の大学生年代の子等の合計所得金額

が 58 万円（給与収入で 123 万円）を超え扶養親族に該当しなくなった場合であっ



ても、一定の合計所得金額までであれば、その親等について、一定の所得控除を受

けられるようにする特定親族特別控除が創設された。 

このことを踏まえ、特定親族特別控除の対象となる子等（特定親族）のうち、親

等の控除額が逓減しない、合計所得金額が 95 万円（給与収入で 160 万円）以下の

特定親族について、多子世帯支援における扶養親族の子等の数に加えることとする

ことにより、地方税法上の扶養親族又は特定親族（合計所得金額が 95 万円以下で

あるものに限る。以下同じ。）である子等の数が３以上である生計維持者の扶養親

族又は特定親族である子等を多子世帯支援の対象とする。（独立行政法人日本学生

支援機構に関する省令（平成 16 年文部科学省令第 23 号）第 23 条の２第２項関係

並びに大学等における修学の支援に関する法律施行規則（令和元年文部科学省令第

６号）第１条の２及び第 10 条第２項関係） 

（２）その他の改正 

 上記の改正等を踏まえ、その他所要の改正を行う。 

（３）施行期日 

令和８年 10 月１日から施行する。（附則関係） 

 

第２ 制度改正の周知 

地方公共団体、高等学校等及び本制度の対象となる大学等の設置者は、本通知等の

内容を十分了知の上、本来、対象となる者が制度改正の不知により支援を受けられな

いことがないよう、十分な周知を行うこと。 

 その際、本改正は、令和７年１月から 12 月までの合計所得金額の状況に基づく令

和８年 10 月分以降の判定に影響するものであり、学生等が本制度改正を了知した上

で、令和７年における就業調整の判断を行うことができるよう、本改正の施行を待つ

ことなく、速やかな周知をお願いしたいこと。 

 

 

  

【添付資料】 

別紙１ 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令及び大学等における修学の支援

に関する法律施行規則の一部を改正する省令（令和７年文部科学省令第 19

号） 

別紙２ 「高等教育の修学支援新制度」における多子世帯支援の対象者について 

 

【参考】 

 高等学校等就学支援金制度等及び高等教育の修学支援新制度の周知について(通知) 

 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/detail/mext_00010.html 

 

         【本件連絡先】 

           文部科学省高等教育局学生支援課 

                     メール：gakushi@mext.go.jp 

                                          電 話：03-5253-4111（内線 3496） 
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場
合
と
す
る
。 

一
～
三 

[

略]
 

四 

選
考
対
象
者
又
は
給
付
奨
学
生
（
そ
の
生
計
維
持
者
（
扶
養

親
族
等
で
あ
る
者
の
数
及
び
当
該
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
文
部

科
学
大
臣
が
定
め
る
者
の
数
の
合
計
が
三
人
以
上
で
あ
る
も
の

に
限
る
。
）
の
扶
養
親
族
等
で
あ
る
者
又
は
当
該
者
に
準
ず
る

者
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の
を
除
く
。
）
が
、
公
示
対
象
学
部
等
に
在
学
す
る
者

と
し
て
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
る
場
合
で
あ
っ
て
、
令
第

八
条
の
二
第
四
項
本
文
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て
算
定
し
た

額
が
五
万
千
三
百
円
以
上
で
あ
る
と
き
。 

五 

選
考
対
象
者
又
は
給
付
奨
学
生
（
そ
の
生
計
維
持
者
（
扶
養

親
族
等
で
あ
る
者
の
数
及
び
当
該
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
文
部

科
学
大
臣
が
定
め
る
者
の
数
の
合
計
が
三
人
以
上
で
あ
る
も
の

に
限
る
。
）
の
扶
養
親
族
等
で
あ
る
者
及
び
当
該
者
に
準
ず
る

者
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
そ
の
生
計
維
持
者
の
有
す
る
資
産

の
合
計
額
が
五
千
万
円
以
上
三
億
円
未
満
で
あ
る
と
き
。 

２ 
[

略]
 

三
億
円
未
満
で
あ
る
こ
と
。 

    

⑵ 
[

同
上]

 

ロ
・
ハ 

[

同
上]

 

３
・
４ 

[

同
上]

 

 

（
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
等
に
係
る
支
給
額
算
定
基
準
額
の

算
定
） 

第
四
十
条 

令
第
八
条
の
二
第
四
項
た
だ
し
書
の
文
部
科
学
省
令
で

定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。 

一
～
三 

[

同
上]

 

四 

選
考
対
象
者
又
は
給
付
奨
学
生
（
そ
の
生
計
維
持
者
（
扶
養

親
族
で
あ
る
者
の
数
及
び
当
該
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
文
部
科

学
大
臣
が
定
め
る
者
の
数
の
合
計
が
三
人
以
上
で
あ
る
も
の
に

限
る
。
）
の
扶
養
親
族
で
あ
る
者
又
は
当
該
者
に
準
ず
る
者
と

し
て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
）
が
、
公
示
対
象
学
部
等
に
在
学
す
る
者
と
し

て
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
る
場
合
で
あ
っ
て
、
令
第
八
条

の
二
第
四
項
本
文
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て
算
定
し
た
額
が

五
万
千
三
百
円
以
上
で
あ
る
と
き
。 

五 

選
考
対
象
者
又
は
給
付
奨
学
生
（
そ
の
生
計
維
持
者
（
扶
養

親
族
で
あ
る
者
の
数
及
び
当
該
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
文
部
科

学
大
臣
が
定
め
る
者
の
数
の
合
計
が
三
人
以
上
で
あ
る
も
の
に

限
る
。
）
の
扶
養
親
族
で
あ
る
者
又
は
当
該
者
に
準
ず
る
者
と

し
て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
に
限
る
。
）
及
び
そ
の
生
計
維
持
者
の
有
す
る
資
産
の
合

計
額
が
五
千
万
円
以
上
三
億
円
未
満
で
あ
る
と
き
。 

２ 
[

同
上]

 

 
 

備
考 

表
中
の[

 
]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 



 

4 

（
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
元
年
文
部
科
学
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 



 

5 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
子
に
類
す
る
者
） 

第
一
条
の
二 

法
第
二
条
第
三
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
は

、
第
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
生
計
維
持
者
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
単
に
「
生
計
維
持
者
」
と
い
う
。
）
の
扶
養
親
族
等
（
大
学

等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
元
年
政

令
第
四
十
九
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
授
業
料
等
減
免
実
施
年
度
分
の
地
方
税
法

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町

村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
以
下
同
じ

。
）
に
係
る
生
計
維
持
者
の
扶
養
親
族
又
は
特
定
親
族
（
同
項
た

だ
し
書
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
賦
課
期
日
の
属
す

る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
九
十
五
万
円
以
下
で
あ
る
者
に

限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
当
該
生
計
維
持
者
が

、
同
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は
、
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
者
）

で
あ
る
者
を
い
い
、
そ
の
者
を
自
己
の
扶
養
親
族
又
は
特
定
親
族

と
し
て
い
る
生
計
維
持
者
の
年
長
者
で
あ
る
者
（
生
計
維
持
者
の

い
ず
れ
か
の
子
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
及
び
生
計
維
持
者
の
い
ず

れ
か
の
尊
属
で
あ
る
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者
（
生

計
維
持
者
の
い
ず
れ
か
の
子
を
除
く
。
）
及
び
当
該
者
に
準
ず
る

者
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
十
条 

[

略]
 

２ 

前
項
の
選
考
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
及
び
方
法
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

[

略]
 

三 

選
考
対
象
者
の
う
ち
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
認
定
事
由

に
該
当
す
る
者
と
し
て
減
免
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す

る
方
法
に
よ
り
、
当
該
認
定
事
由
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
こ
と
。 

イ 

当
該
選
考
対
象
者
が
、
そ
の
生
計
維
持
者
の
扶
養
親
族
等

で
あ
る
子
又
は
当
該
生
計
維
持
者
に
係
る
法
第
二
条
第
三
項

（
子
に
類
す
る
者
） 

第
一
条
の
二 

法
第
二
条
第
三
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
は

、
第
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
生
計
維
持
者
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
単
に
「
生
計
維
持
者
」
と
い
う
。
）
の
扶
養
親
族
（
大
学
等

に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
元
年
政
令

第
四
十
九
号
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
授
業
料
等
減
免
実
施
年
度
分
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同

法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る

生
計
維
持
者
の
扶
養
親
族
（
当
該
生
計
維
持
者
が
、
同
項
た
だ
し

書
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同

法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
準

ず
る
者
と
し
て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
者
）
を
い
い
、
生
計
維
持
者

の
い
ず
れ
か
の
尊
属
で
あ
る
者
及
び
扶
養
す
る
生
計
維
持
者
の
年

長
者
（
生
計
維
持
者
の
い
ず
れ
か
の
子
を
除
く
。
）
で
あ
る
者
を

除
く
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
者
（
生
計
維
持
者
の
い
ず
れ
か
の

子
を
除
く
。
）
及
び
当
該
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
文
部
科
学
大
臣

が
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

   

第
十
条 

[

同
上]

 

２ 

前
項
の
選
考
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
及
び
方
法
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

[

同
上]

 

三 

選
考
対
象
者
の
う
ち
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
認
定
事
由

に
該
当
す
る
者
と
し
て
減
免
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す

る
方
法
に
よ
り
、
当
該
認
定
事
由
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
こ
と
。 

イ 

当
該
選
考
対
象
者
が
、
そ
の
生
計
維
持
者
の
扶
養
親
族
で

あ
る
子
又
は
当
該
生
計
維
持
者
に
係
る
法
第
二
条
第
三
項
の



 

6 

の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

当
該
選
考
対
象
者
の
生
計
維
持
者
の
扶
養
親
族
等
で
あ
る

子
の
数
及
び
当
該
生
計
維
持
者
に
係
る
法
第
二
条
第
三
項
の

文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
数
の
合
計
が
三
人
以
上
で
あ

る
こ
と
。 

ハ 
[

略]
 

四 
[

略]
 

３
～
７ 

[

略]
 

 

（
授
業
料
等
減
免
対
象
者
等
の
収
入
額
及
び
資
産
額
等
の
判
定
等

） 

第
十
三
条 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
毎
年
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
判
定
（
以
下
「
適
格
認
定
に
お
け
る
収
入
額
・
資
産
額
等
の

判
定
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

第
一
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者 
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲

げ
る
判
定 

イ 

当
該
第
一
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
、
そ
の
生
計
維
持

者
の
扶
養
親
族
等
で
あ
る
子
又
は
当
該
生
計
維
持
者
に
係
る

法
第
二
条
第
三
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
定 

ロ 

当
該
第
一
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者
の
生
計
維
持
者
の
扶

養
親
族
等
で
あ
る
子
の
数
及
び
当
該
生
計
維
持
者
に
係
る
法

第
二
条
第
三
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
数
の
合
計

が
三
人
以
上
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
定 

ハ 
[

略]
 

二 
[

略]
 

２
～
６ 

[

略]
 

 

（
認
定
の
効
力
の
停
止
等
） 

第
十
八
条 

授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
き
は
、
減
免
認
定
又
は
減
免
変
更
認
定
の
効
力
が
停
止
さ
れ
る

も
の
と
す
る
。 

一 

日
本
国
籍
を
有
し
な
く
な
り
、
第
九
条
第
二
項
各
号
の
い
ず

文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で

あ
る
こ
と
。 

ロ 

当
該
選
考
対
象
者
の
生
計
維
持
者
の
扶
養
親
族
で
あ
る
子

の
数
及
び
当
該
生
計
維
持
者
に
係
る
法
第
二
条
第
三
項
の
文

部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
数
の
合
計
が
三
人
以
上
で
あ
る

こ
と
。 

ハ 
[

同
上]

 

四 
[

同
上]

 

３
～
７ 

[

同
上]

 

 

（
授
業
料
等
減
免
対
象
者
等
の
収
入
額
及
び
資
産
額
等
の
判
定
等

） 

第
十
三
条 

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
毎
年
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
判
定
（
以
下
「
適
格
認
定
に
お
け
る
収
入
額
・
資
産
額
等
の

判
定
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

第
一
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者 

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲

げ
る
判
定 

イ 

当
該
第
一
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
、
そ
の
生
計
維
持

者
の
扶
養
親
族
で
あ
る
子
又
は
当
該
生
計
維
持
者
に
係
る
法

第
二
条
第
三
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
定 

ロ 

当
該
第
一
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者
の
生
計
維
持
者
の
扶

養
親
族
で
あ
る
子
の
数
及
び
当
該
生
計
維
持
者
に
係
る
法
第

二
条
第
三
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
数
の
合
計
が

三
人
以
上
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
定 

ハ 
[

同
上]

 

二 
[

同
上]

 
２
～
６ 

[

同
上]

 

 
（
認
定
の
効
力
の
停
止
等
） 

第
十
八
条 

授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
き
は
、
減
免
認
定
又
は
減
免
変
更
認
定
の
効
力
が
停
止
さ
れ
る

も
の
と
す
る
。 

一 

日
本
国
籍
を
有
し
な
く
な
り
、
第
九
条
第
二
項
各
号
の
い
ず



 

7 

れ
に
も
該
当
し
な
い
と
き
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第

二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
本
邦
に
在
留
す
る
こ
と

が
で
き
る
期
間
内
に
第
九
条
第
二
項
各
号
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
っ
た
者
を
除
く
。
）
。 

二
～
五 

[

略]
 
 

六 
適
格
認
定
に
お
け
る
収
入
額
・
資
産
額
等
の
判
定
の
結
果
、

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た

と
き
。 

イ 

第
一
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者 

次
に
掲
げ
る
場
合
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合 

⑴ 

当
該
第
一
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
、
そ
の
生
計
維

持
者
の
扶
養
親
族
等
で
あ
る
子
又
は
当
該
生
計
維
持
者
に

係
る
法
第
二
条
第
三
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
く
な
っ
た
場
合 

⑵ 

当
該
第
一
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者
の
生
計
維
持
者
の

扶
養
親
族
等
で
あ
る
子
の
数
及
び
当
該
生
計
維
持
者
に
係

る
法
第
二
条
第
三
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
数

の
合
計
が
三
人
未
満
と
な
っ
た
場
合 

⑶ 
[

略]
 

ロ 
[

略]
 

七
～
十 

[

略]
 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
減
免
認
定
又
は
減
免
変
更
認
定
の
効
力
が

停
止
さ
れ
た
授
業
料
等
減
免
対
象
者
で
あ
っ
て
次
の
各
号
に
掲
げ

る
者
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は

、
減
免
認
定
又
は
減
免
変
更
認
定
の
効
力
の
停
止
が
解
除
さ
れ
る

も
の
と
す
る
。 

一
～
五 

[

略]
 
 

六 

前
項
第
六
号
に
該
当
す
る
者 

適
格
認
定
に
お
け
る
収
入
額

・
資
産
額
等
の
判
定
の
結
果
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
授
業

料
等
減
免
対
象
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
場

合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。 

イ 

第
一
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者 

次
に
掲
げ
る
場
合
の
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合 

⑴ 

当
該
第
一
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
、
そ
の
生
計
維

れ
に
も
該
当
し
な
い
と
き
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第

二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
本
邦
に
在
留
す
る
こ
と

が
で
き
る
期
間
内
に
第
九
条
第
三
項
各
号
に
該
当
す
る
こ
と
と

な
っ
た
者
を
除
く
。
）
。 

二
～
五 

[

同
上]

 
 

六 

適
格
認
定
に
お
け
る
収
入
額
・
資
産
額
等
の
判
定
の
結
果
、

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た

と
き
。 

イ 

第
一
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者 

次
に
掲
げ
る
場
合
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合 

⑴ 

当
該
第
一
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
、
そ
の
生
計
維

持
者
の
扶
養
親
族
で
あ
る
子
又
は
当
該
生
計
維
持
者
に
係

る
法
第
二
条
第
三
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
い

ず
れ
に
も
該
当
し
な
く
な
っ
た
場
合 

⑵ 

当
該
第
一
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者
の
生
計
維
持
者
の

扶
養
親
族
で
あ
る
子
の
数
及
び
当
該
生
計
維
持
者
に
係
る

法
第
二
条
第
三
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
数
の

合
計
が
三
人
未
満
と
な
っ
た
場
合 

⑶ 
[

同
上]

 

ロ 
[

同
上]

 

七
～
十 

[

同
上]

 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
減
免
認
定
又
は
減
免
変
更
認
定
の
効
力
が

停
止
さ
れ
た
授
業
料
等
減
免
対
象
者
で
あ
っ
て
次
の
各
号
に
掲
げ

る
者
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は

、
減
免
認
定
又
は
減
免
変
更
認
定
の
効
力
の
停
止
が
解
除
さ
れ
る

も
の
と
す
る
。 

一
～
五 

[

同
上]

 
 

六 

前
項
第
六
号
に
該
当
す
る
者 

適
格
認
定
に
お
け
る
収
入
額

・
資
産
額
等
の
判
定
の
結
果
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
授
業

料
等
減
免
対
象
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
場

合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。 

イ 
第
一
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者 

次
に
掲
げ
る
場
合
の
い

ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合 

⑴ 

当
該
第
一
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
、
そ
の
生
計
維



 

8 

持
者
の
扶
養
親
族
等
で
あ
る
子
又
は
当
該
生
計
維
持
者
に

係
る
法
第
二
条
第
三
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合 

⑵ 

当
該
第
一
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者
の
生
計
維
持
者
の

扶
養
親
族
等
で
あ
る
子
の
数
及
び
当
該
生
計
維
持
者
に
係

る
法
第
二
条
第
三
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
数

の
合
計
が
三
人
以
上
と
な
っ
た
場
合 

⑶ 
[

略]
 

ロ 
[

略]
 

七
～
十 

[

略]
 
 

３
～
５ 

[

略]
 
 

持
者
の
扶
養
親
族
で
あ
る
子
又
は
当
該
生
計
維
持
者
に
係

る
法
第
二
条
第
三
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合 

⑵ 

当
該
第
一
号
授
業
料
等
減
免
対
象
者
の
生
計
維
持
者
の

扶
養
親
族
で
あ
る
子
の
数
及
び
当
該
生
計
維
持
者
に
係
る

法
第
二
条
第
三
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
の
数
の

合
計
が
三
人
以
上
と
な
っ
た
場
合 

⑶ 
[

同
上]

 

ロ 
[

同
上]

 

七
～
十 

[

同
上]

 
 

３
～
５ 

[

同
上]

 

 
 

備
考 

表
中
の[

 
]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 
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附 

則 

 

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 






